
標準 拡大文字の大きさ

すぱーく岸和田

すぱーく岸和田
平成6年にスポーツ及びレクリエーションの振興と健康及び体力の増進に寄与すること
を目的として建てられた屋内ゲートボール場です。

所在地 岸和田市西之内町8（まなび中央公園内）

電話 072-444-4371（まなび中央公園管理棟）

専用使用時間 ［月～金曜日］午前8時～午後2時

［土・日曜日・祝日］午前8時～午後4時

休場日 水曜日、12月29日～翌年1月3日

施設概要 屋内ゲートボール場（砂入り人工芝）2面、屋外ゲートボール場1
面、クラブハウス

利用可能種目 ゲートボール・運動会等
※ゲートボール以外の利用については事前にお問い合わせくださ
い。

利用申請 利用月の2ヶ月前の1日から利用日までに、直接「すぱーく」の窓
口へ空きの状況は、電話（444-4371）でお問い合わせくださ
い。
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申請の取消し 利用日の21日前から2日前までの取り消しは、使用料の50％を徴
収します。前日・当日の取り消しはできません（使用料全額徴
収）。
雨天等で使用ができなかった場合（屋外コートのみ）使用日から
10日以内に「すぱーく」へ許可書と印鑑をご持参の上、申請して
ください。

施設使用料 下表のとおり

■使用料（放送設備、照明代を含む）

使用区分

8:00～10:00

10:00～12:00

12:00～14:00

14:00～16:00

屋内ゲートボール場 1コート2時間あたり 1,500円（税込）

屋外ゲートボール場 1コート2時間あたり 500円（税込）

1．ゲートボール以外のスポーツ、レクリエーションに使用する場合は基本使用料の2
倍の額を徴収する。
2．スポーツレクリエーション以外に使用する場合は基本使用料の4倍の額を徴収す
る。
3．営利目的に使用する場合は基本使用料の8倍の額を徴収する。

4．開館時間外の使用料は、基本使用料及び備考1から3までに規定する額の2倍の額を
徴収する。

ジュニアやシニアの教室も行っています。詳しくはこちら
※リンク切れ※
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TEL：072-441-9200 FAX：072-441-9204 〒596-0044

一般財団法人 岸和田市公園緑化協会
大阪府岸和田市西之内町45-1 岸和田市総合体育館
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